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第２章 公害対策組織 

 

 市民の健康と快適な生活環境を保全するため、1970 年 9 月 28 日、一宮市公害対策協議会設置規定に基づき、一宮市公害対策

協議会が設置された。この協議会は対策実績を基に協議し、毎年度開催している。 

 また、公害に関する連絡、協議及び調査研究を行い、具体的な対策を立案するために、1995 年 12 月 1 日、一宮市公害対策会

議要綱に基づき、一宮市公害対策会議が設置された。2024 年度まで会議を開催した実績はない。一宮市の公害対策組織は図の

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  一宮市公害対策組織  
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